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萩藩藩士における家系の継承と人口学的要因

1

は
じ
め
に

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
わ
が
国
の

「家
」
制
度

は
法
的
に
は
劇
的
な
廃
止
を

経
験
し
た
が
、
そ
の
心
性
や
慣
行
は
、
現
代

の
日
本
人

の
生
活

に
お
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
場
面

で
生
き
続
け
て
い
る
。
「家

」
に
関
す
る
研
究
は
こ
の
意
味

で
単

に
過
去

に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本

の
家
族
の
研
究

に
と

っ
て
、
「家
」

制
度

の
成
立
と
運
用

の
変
化
を
実
証
的
に
見
定
め
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
筆
者

は
、
「家
」
制
度

の
源
流
を
武
士
階
層

の

「家
」
に
求
め
、
武
士

の

「家
」

に

お
け
る
家
系
の
継
承

に
つ
い
て
、
長
男
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
相
続
制
度

の
た

て
ま
え
と
実
行
と

の
間

の
乖
離
に
着
目
し
、
そ
の
補
完
の
実
際

に
つ
い
て
分
析

を
試
み
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討

の
過
程
を
略
述
す
る
と
以
下

の
と
お
り
で

あ
る
。

ま
ず
、
南
部
藩

の
南
部
氏

一
族
を
対
象

と
し
て
、

一
七
世
紀
お
よ
び

一
八
世

紀

に
お
け
る
家
系
継
承

の
ケ
ー
ス
を
分
析
し
、
数
少
な
い
生
存
男
子
を
背
景
に

し
て
か
な
ら
ず
し
も
男
系

に
こ
だ
わ
ら
な
い
継
承
形
態
が
存
在
す
る
こ
と
を
確

(
1

)

認
し
た
。
続

い
て
、
沖
縄

の
首
里
士
族
と
久
米
村
士
族

の
比
較
を
行
な
い
、
前

者

に
お
け
る
直
系
親
重
視
傾
向

の
発
生
と
、
こ
れ

に
対
す
る
中
国
系
渡
来
民

の

(2
)

子
孫
で
あ
る
後
者
の
同
族
関
係
の
重
視
を
対
比
し
た
。
さ
ら
に
、
沖
縄
宮
古
島

士
族
を
比
較

の
対
象
に
加
え
、
そ
れ
が
首
里
士
族

の
亜
型
と
し
て
位
置
付
け
ら

(
3
)

れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
後
、
考
察

の
対
象
を
南
部
藩

に
戻
し
て
、
南
部
藩

藩
士
の
間
に
お
け
る
家
系

の
継
承
者
に
関
す
る
変
異
を
分
析
し
た
。
南
部
藩
藩

士

の
問
で
は

一
七
世
紀
お
よ
び

一
八
世
紀

に
お

い
て
行
な
わ
れ
た
家
督
相
続
の

ケ
ー
ス
を
検
討
し
て
み
る
と
、
当
時

の
死
亡
率

の
高
さ
や
出
生
児
数

の
制
限
的

状
況
な
ど

の
影
響
を
受
け

て
、
長
男
が
実
際
に
継
承
で
き
た
割
合
は
、
階
層
お

よ
び
時
代
に
よ

っ
て
変
異
を
示
し

つ
つ
も
そ
の
実
現
が
あ

る
程
度
限
定
さ
れ
た

(
4
)

も

の

で
あ

っ
た

こ

と

が

分

か

っ
た

。
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長
男
に
よ
る
継
承
が
不
可
能
な
場
合

に
代
替
措
置
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
態

の
出
現
を
許
容
す
る
の
が
日
本
の

「家
」

の
特
徴
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
長
男

以
外
に
よ
る
継
承
が
、
選
好

の
結
果

で
は
な
く
、
代
替
措
置
で
あ
る
こ
と
の
確

認
作
業
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
南
部
藩
士
の

「家
」
の
継
承
が
長

男
以
外
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
場
合

の
う
ち
主
要
な
も

の
、
す
な
わ
ち
、
先
代

の
弟
、
甥
、
婿
養
子
、
同
族
か
ら

の

養
子
お
よ
び
異
姓

の
家
か
ら
の
養
子
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
場
合

の
事
情
と
、

(
5

)

長
男
が
家
督
相
続
し
た
場
合
に
弟
達
が
ど
う
な

っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

南
部
藩

に
関
す
る

一
連
の
作
業

の
後
、
視
野
を
全
国
に
広
げ

て
、
確
認
と
比

較
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
、
鹿
児
島
を
中
心
と
す
る
島
津
藩
に
お
け
る

家
系
継
承
を
め
ぐ

っ
て
、
家
督
継
承
者
の
先
代
家
督
者
と
の
関
係
、
異
姓

の
家

か
ら
の
養
子

の
背
景
、
島
津
義
弘
の
次
代
家
久
お
よ
び
そ
の
継
嗣
光
久

の
男
子

の
養
出
の
事
情

に
つ
い
て
観
察
を
行
な

っ
た
。
島
津
藩
に
お
い
て
は
、
と
く
に

異
姓
養
子

の
多
さ
が
目
立
ち
、
家
系
継
承

の
政
治
的
背
景
と
の
関
わ
り
に
注
目

(
6
>

す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

舞
台
を
加
賀
藩

に
移
し
て
、
加
賀
藩

藩
士
の

「家
」
に
お
け
る
事
情
を

一
七
世
紀
お
よ
び

一
八
世
紀
を
中
心
に
考
察

し
た
。
加
賀
藩
藩
士
に
お
け
る
際
立

っ
た
特
徴
は
、
長
男
に
よ
る
継
承
の
少
な

さ
、
平
均
男
子
数

の
少
な
さ
、
そ
し
て
鹿
児
島
を
上
回
る
養
子

の
多
さ
で
あ

っ

た
。
加
賀
藩
で
は
同
姓
か
ら
の
養
子
も
相
当
多
く
、
男
子
数

の
少
な
さ
と
養
子

(
7

)

の
導
入
と
が
直
結
し
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
観
察
を
通
し
て
、

一
八
世
紀
に
お
い
て
は

一
七
世
紀
に
比
し
て

長
男
に
よ
る
継
承
が
か
な
り
減
少
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
見
い
だ
さ
れ
て
い

る
。
筆
者

は
次
に
ケ
ー
ス
数
が
多
く
得
ら
れ
た
秋
田
佐
竹
藩
藩
士
の
家
系
継
承

の
よ
り
細
か
い
時
間
的
分
析
を
行
な
い
、
そ
れ
が

一
八
世
紀

に
発
生
し
た
幾
度

か
の
飢
饉
な
ど
を
契
機
に
し
て
生
じ
た
高

い
死
亡
傾
向
に
関
連
し
て
説
明
で
き

(
8
)

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
東
北
地
方

の
会
津
藩
に
関
す
る
三

六
〇
巻
に
お
よ
ぶ
藩
士

の
家
譜
資
料
を
材
料

に
、
石
高
階
層
別
、
期
間
別
等
に

(
9
)

見
た
様
相
を
詳
細
に
分
析
し
た
。

佐
賀
鍋
島
藩

に
関
し
て
も
分
析
を
行
な

っ
て
み
た
。
佐
賀
鍋
島
藩

の
場
合
、

事
例
数
が
少
な
く
、
階
層
的
に
も
上
級
武
士
の
家
系
を
多
く
含
む
た
め
用
心
深

い
結
論
が
必
要
だ
が
、
子
の
数
が
比
較
的
多
い
中
で
、
実
子
に
よ
る
継
承
が
比

較
的
自
然
な
形
で
行
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
男
子
に
よ
る
継
承
が
困

難
な
場
合

に
は
、
女
子
に
婿
養
子
を
迎
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
子
と
い
う
人

(
10

)

的
資
源
が
有
効
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
述

の
藩
士

の
系
譜
に
関
す
る
分
析
と
対
照
す
る
形

で
、
『寛
政
重
修
諸
家

譜
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る

一
〇
万
石
以
上

の
大
名
家
三
八
家

に
つ
い
て
の
分
析

を
行
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
先
代

の
生
し
た
男
子
の
数

の
多
さ
に
も
か
か
わ
ら

ず
長
男
を
含
む
実
子
男
子
に
よ
る
継
承
が
少
な
い
こ
と
、

一
七
世
紀
か
ら

一
八

世
紀

に
か
け
て
男
子
数
が
む
し
ろ
増
加
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
子
男
子
に
よ

る
継
承
が
減
少
し
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
婿
養
子
が

一
七
世
紀
、

一
八

世
紀
と
も
少
な
く
、
同
族
内

か
ら
の
養
子
の
多
さ
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
れ
は
藩

士
の
場
合
と
異
な
る
点

で
あ
り
、
大
名

に
お
い
て
は
継
承
に
か
か
わ
る
女
子

の
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役
割
が
き
わ
め
て
低
い
。
大
名

に
お
け
る
男
子
中
心
主
義

の
発
達
と
同
族
の
多

さ
を
背
景
に

一
方

で
は
婿
養
子
の
少
な
さ
が
、
他
方
で
は
同
族
養
子
の
多
さ
が

(
11

)

指
摘
さ
れ
、
血
統
重
視
の
傾
向
が
存
在
す

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

本
論

で
は
、
西
日
本
に

一
つ
の
観
察
点

を
加
え
て
、
萩
藩
藩
士
を
対
象

に
そ

の
位
置
付
け
を
試

み
る
。
萩
藩
に
関
し
て
は
、

藩
士

の
系
譜
を
抜
粋
し
た
岡

部
忠
夫

『萩
藩
諸
家
系
譜
』

(琵
琶
書
房
、

一
九
八
三
、
第

二
刷
)
を
利
用
し

(
12

)

て
、
予
備
的
な
分
析
を
行
な

っ
て
い
る
が
、
本
論

で
は
、
山
口
県
文
書
館
に
保

管
さ
れ
た

『萩
藩
譜
録
』
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
西
日
本

に
お
い
て
初

め
て
多
量

の
継
承
事
例

の
分
析
を
行
な
う

こ
と
に
し
た
。

2

家
督
継
承
者
の
変
化
に
関
す
る
資
料
分
析

ω

分
析
可
能

ヶ
ー
ス

萩
藩
藩
士

に
関

し
て
も
こ
れ
ま
で
に
報

告
し
た
論
文
と
の
間
で
あ
る
程
度

の

比
較
が
で
き
る
よ
う
に
、
萩
藩
譜
録
に
収

め
ら
れ
た
藩
士
の
系
譜
か
ら
、
原
則

と
し
て
以
下

の
条
件
に
適
合
し
た
家
督
継

承
者
を
取
り
出
し
た
。
ω
当
代
の
分

家
で
は
な
い
こ
と
、
②
先
代
家
督
者
に
対
す
る
続
柄
が
判
明
す
る
こ
と
、
㈲
先

代

の
死
亡
年
次
が
判
明
す
る
こ
と
、
ω
当
代

の
死
亡
年
次
が
判
明
す
る
こ
と
で

あ
る
。

よ
り
ぐ
み

て
ま
わ
り
ぐ
み

え
ん
き
ん
づ
き

萩
藩
藩
士

は
、
寄
組
、
手
廻
組
、
大
組
、
船
手
組
、
遠
近
付
、
寺
社
組
、

む
き
ゆ
う
ど
お
り

無
給
通
、
三
十
人
通
、
地
徒
士
、
寺
社
組
、
細
工
人
等
の
身
分
層
に
分
け
ら
れ

て
い
る
。
本
論
で
の
分
析

に
当
た

っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
中
士
上
等
に
位

置
付
け
ら
れ
る
大
組
を

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
し
て
取
ヶ
出
し
、
下
士
上
等

に
位

置
付
け
ら
れ
る
無
給
通
な
ど
を
も
う

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
し
て
身
分
間

の
比
較

を
試
み
る
。
事
例
数
を
確
保
す
る
た
め
に
後
者
に
は
、
中
士
下
等

に
位
置
付
け

ら
れ
る
遠
近
付
お
よ
び
準
下
士
と
し
て
扱
わ
れ
る
三
十
人
通
と
地
徒
士
を
も
加

え
た
の
で
、
構
成
す
る
身
分
幅
が
上
下

に
や
や
広
く
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の

ニ
グ

ル
ー
プ
の
他
に
、
職
能
上
の
特
性

に
留
意
し
て
、
水
軍
で
あ
り
身
分
的
に

は
大
組
に
匹
敵
す
る
船
手
組

に
大
船
頭

・
中
船
頭

・
小
船
頭

・
浜
崎
船
頭
等

の

職
能
者
を
加
え
た
グ

ル
ー
プ
、
儒
者

・
医
師

・
絵
師

・
能
狂
言
師
な
ど
を
含
む

寺
社
組
、
諸
品

の
細
工
を
行
な
う
細
工
人
な
ど
の
集
計
を
も
試
み
た
。
寄
組
は

藩
主

一
門
に
次
ぐ
地
位
、
手
廻
組

は
藩
主

に
近
侍
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず

れ
も
大
量
観
察

に
は
む
か
な
い
の
で
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
独
立
の
集
計
は
行
な

わ
ず
、
総
数

の
中

に
含

め
る
に
と
ど
め
た
。

萩
藩
藩
士

に
お
い
て
は
、
し
ば

し
ぽ
七
〇
歳

(数
え
年
)
に
達
し
た
時
点

で

隠
居
が
行
な
わ
れ
る
。

こ
の
た
め
、
先
代
家
督
者

の
死
亡
年
次
は
必
ず
し
も
家

督
継
承

の
年
次
と

一
致
し
な
い
が
、
継
承
が
行
な
わ
れ
た
時
期

に
関
す
る
目
安

と
し
て
、
先
代
の
死
亡
年
次
別
に
家
督
継
承
ケ
ー
ス
の
分
布
を
示
す
と
、
表
1

の
よ
う
に
な
る
。
総
数
二
六
四
八
件

の
う
ち
主
要
部
分
は

一
六
四

一
年
か
ら

一

七
四
〇
年
ま
で
の

一
〇
〇
年
間
に
集
中
し
て
い
る
。
萩
藩
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
の
系
譜
が
藩
に
提
出
さ
れ
た
時
期
が
、
こ
れ
ま
で
に
観
察
し
た
東
北
諸
藩

よ
り
も
早

い
の
で
、

一
八
世
紀
後
半
を

一
つ
の
ま
と
ま

っ
た
区
切
り
と
し
て
観

察
す
る
こ
と
が

で
き
な

い
こ
と
が
資
料
上

の
制
約
と
な

っ
て
い
る
。
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②

家
系
継
承
者

の
先
代
家
督
者

に
対
す

る
関
係
-
他
藩
と
の
比
較

家
系
継
承
者

の
先
代
家
督
者

に
対
す
る
関
係
を

一
七
世
紀
お
よ
び

一
八
世
紀

前
半

に
つ
い
て
示
す
と
、
表
2
お
よ
び
表

3
の
よ
う
に
な
る
。

一
七
世
紀

に
お

い
て
は
長
男
が
継
承
し
た
割
合
が
六
三

・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。

こ
の
割

表1先 代死亡年次別にみた家督継承 ケース

先代死亡年次 総数 大組 無給通ほか1) 船手組 寺社組 細工人

一1600 531 000

1601-1610 25173 100

1611-1620 33164 200

1621-1630 56273 Ooa

1631-1640 794511 102

1641-1650 1166416 611

1651-1660 1498518 742

!661-1670 20212026 733

1671-1680 24214426 8118

1681-1690 26712552 13136

1691-1700 32316070 10139

1701-1710 29412474 11912

1711-1720 25110275 7118

1721-1730 2378175 1779

1731-1740 1835572 939

1741-1750 76939 226

1751-1760 481016 000

1761-1770 1835 000

1771-1780 1130 000

1781-1790 600 000

1791-1800 612 000

1801一 1902 000

不明 200 Ooa

計 26481194590 1017777

1)無 給通 のほか、三十人 通、遠近付、地徒 士を含む。

合

は
、

鹿

児

島

島

津

藩

の

七

一

・
六

パ

ー

セ

ソ

ト

(
た
だ

し
先

代
が

一
七

世

紀

出
生
者

で
あ

る
場

合

の
数
値

)
、

佐

賀

鍋

島

藩

の
七

〇

・
七

パ

ー

セ

ソ

ト
、

南

部

藩

の
七

〇

・
六

パ

ー

セ

ン

ト

に
比

べ

て

や

や

低

い
が

、

佐

竹

藩

(
六
五

・
三

パ

ー

セ
ン
ト
)

や
会

津

藩

(六

四

・
ニ
パ

ー

セ
ソ

ト
)

な

ど

に
対

し

て
大

き

な

差

は

な

く

、

加

賀

藩

の

五

七

・
三

パ

ー

セ

ソ

ト

に
比

し

て

か
な

り
高

い
。

二
男

を
加

表2先 代家督者 との関係別にみた家系継承者(17世 紀)

関係 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人

長男 954(63.9)511(63.6)140(61.1) 35(63.6)28(62.2)28(84.8)

二男 112(7.5)61(7.6)23(10.0) 3(5.5)3(6.6)0
三男 32(2.1)11(1.4)6(2.6) 1(1.8)1(2.2)0

四男 8(0.5)4(0.5)1(0.4) 000

五男 3(0.2)2(0.3)0 000

六男 000 000

七男 1(0.1)00 01(2.2)0

八男 000 000

養子 153(10.3)83(10.3)29(12.7) 6(10.9)3(6.7)3(9.1)

婿養子 141(9.5)77(9.6)22(9.6) 7(12.7)8(17.7)0

孫 17(1.1)8(1.0)1(0.4) 1(1.8)01(3.0)

弟 37(2.5)22(2.7)2(0.9) !(1.8)1(2.2)1(3.0)

従弟 000 000

養女婿 7(0.5)4(0.5)1(0.4) 000

妹婿 3(0.2)2(0.3)1(0.4) 000

甥 13(0.9)8(1.0)3(1.3) 000

養弟 1(0.1)1(0.1)0 000

叔父 1(0.1)1(0.1)0 000

養父 1(0.1)1(0.1)0 000

姪婿 000 000

父 3(0.2)2(0.3)0 1(1.8)00

孫女婿 5(0.3)5(0.6)0 000

義叔父 000 000

計 1492(100)803(100)229(100) 55(100)45(100)33(100)
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え

た
実

子

男

子

に

よ

る

継

承

の
割

合

を

見

る

と

七

四

・
三

パ

ー

セ

ン

ト

と

な

り

、

佐

賀

鍋

島

藩

の

八

二

・
ニ

パ

ー

セ

ン

ト
、

鹿

児

島

島

津

藩

の
八

一

・
七

パ

ー

セ

ン

ト
、

会

津

藩

の
七

八

・
六

パ

ー

セ

ン

ト
、

南

部

藩

の
七

六

・
○

パ

ー

セ

ン
ト

に
比

し

て

よ

り

低

く

、

佐

竹

藩

の
七

三

・
九

パ

ー

セ

ン

ト

と

ほ
ぼ

並

び

、

加

賀

藩

の
六

二

・
四

パ

ー

セ

ン

ト

よ

り
も

高

い
。

す

な

わ

ち

、

萩

藩

藩

士

に

お

い

て

表3先 代家督者との関係別にみた家系継承者(18世 紀前半)

関係 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人

長男 529(50.8) 190(51.2) 164(49.0) 25(54.3) 14(43.8) 19(43.2)

二男 66( 6.3) 33( 8.9) 15( 4.5) 2(4.3) 5(15.6) 3(6.8)

三男 17( 1.6) 7C 1.9) 3( 0.9) 1(2.2) 0 2(4.5)

四男 2( 0.2) 1( 0.3) 1( 0.3) 0 0 0

五男 1( 0.1) 0 0 0 0 1(2.3)

六男 0 0 0 0 0 0

七男 0 0 0 0 0 0

八男 1( o.i) 1( 0.3) 0 0 0 0

養子 184(17.7) 48(12.9) 71(21.2) 10(21.7) 7(21.9) 10(22.7)

婿養子 160(16.0) 64(17.3) 55(16.4) 4C8.7) 6(18.8) 7015.9)

孫 11( 1.1) 4( 1.1) 5( 1.5) 0 0 0

弟 30( 2.9) 12( 3.2) 5( 1.5) 2(4.3) 0 2(4.5)

従弟 1( 0.1) 1( 0.3) 0 0 0 0

養女婿 13( 1.2) 2( 0.5) 6( 1.8) 0 0 0

妹婿 8( o.s) 2( 0.5) 4( 1.2) 0 0 0

甥 5( 0.5) 0 2( 0.6) 1(2.2) 0 0

養弟 3( 0.3) 1( 0.3) 2( 0.6) 0 0 0

叔父 0 0 0 0 0 a

養父 1( o.i) 0 0 0 0 a

姪婿 2( 0.2) 1( 0.3) 0 0 0 0

父 3( 0.3) 3( 0.8) a 0 0 0

孫女婿 3( 0.3) 0 2( 0.6) 1(2.2) 0 0

義叔父 1( o.1) 1( 0.3) 0 0 0 0

計 1041(100) 371(100) 335(100) 46(100) 32(100) 44(100)

は
他
の
諸
藩

に
比
較
し
て
長
男
に
よ
る
継
承
や
実
子
男
子
に
よ
る
継
承
の
割
合

が
や
や
低
め
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

一
八
世
紀
前
半

に
お
い
て
は
、
萩
藩

に
お
け
る
長
男

に
よ
る
継
承
の
割
合
は

五
〇

・
八
パ
ー
セ
ソ
ト
に
低
下
す
る
。
こ
の
割
合
は
、
会
津
藩

の
五
九

・
ニ
パ

ー
セ
ン
ト
、
佐
竹
藩

の
五
四

・
九

パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
も
低
く
、
加
賀
藩

の
五

二

・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
に
比
べ
て
さ
え
僅
か
な
が
ら
低

い
。
た
だ
し
佐
賀
鍋
島
藩

で
は
四
七

・
○
パ
ー
セ
ン
ト
と
萩
藩
よ
り
も
低
い
数
値
が
現
わ
れ
て
い
る
。
実

子
男
子
に
よ
る
継
承
を
見
る
と
、
萩
藩
で
は
五
九

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
会
津

藩

の
七
四

・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
佐
賀
鍋
島
藩

の
六
六

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
佐
竹

藩

の
六
四

・
○
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
も
低
く
、
加
賀
藩
の
五
七

・
六
パ
ー
セ
ン
ト

を
僅
か
に
上
回
る
程
度

で
あ
る
。
鹿
児
島
島
津
藩
と
南
部
藩

に
つ
い
て
は
、

一

八
世
紀
前
半

に
関
す
る
数
値
は
手

に
入
ら
な
い
。
全
体
的
に
判
断
す
る
と
、
長

男
に
よ
る
継
承
も
実
子
男
子
に
よ
る
継
承
も
、
萩
藩
で
は
他

の
諸
藩
に
先
立

っ

て

一
八
世
紀
前
半
に
顕
著
な
減
少
を
示
す
。
他

の
諸
藩
で
は
、
会
津
藩
や
佐
竹

藩
の
よ
う
に

一
八
世
紀
後
半
に
さ
ら
に
減
少
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
萩

藩
で
は
そ
の
後

の
変
化
は
不
明
で
あ
る
。

一
七
世
紀

の
萩
藩
に
お
け
る
長
男
あ

る
い
は
実
子
男
子
に
よ
る
継
承
の
割
合

の
低
さ
は
、
養
子

(
一
〇

・
三
パ
ー
セ
ン
ト
)
あ
る
い
は
婿
養
子

(九

・
五
パ
ー

セ
ソ
ト
)
に
よ
る
継
承

に
よ

っ
て
埋
め
合
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
次

い
で
弟
に

よ
る
継
承

(二

・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
)
が
現
わ
れ
る
が
、
そ

の
割
合

は
相
対
的

に

低

い
。
他
藩
と
比
較
す
る
と
、
会
津
藩

で
は
養
子

(八

・
三
パ
ー
セ
ソ
ト
)
よ
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り

も

婿

養

子

(九

・
八

パ

ー

セ

ン

ト
)

の

ほ

う

が

僅

か

な

が

ら

多

い
。

佐

竹

藩

で

は

養

子

(
一
一

・
九

パ

ー

セ

ソ
ト
)
が

婿

養

子

(
七

・
九

パ

ー

セ

ン
ト
V

を

か

な

り

上

回

る
。

加

賀

藩

で

は
養

子

(
一
九

・
三

パ
ー

セ

ン
ト
)
が

著

し

く

多

く

、

婿

養

子

(七

・
五

パ
ー

セ

ン

ト
)

は
佐

竹

藩

を

下

回

る
。

佐

賀

鍋

島

藩

で

は

養

子

(六

・
四

パ

ー

セ
ソ

ト
)

が

婿

養

子

(
四

・
五

パ

ー

セ

ソ
ト
)

を

上

回

る

も

の

の

い
ず

れ

も

発

生

頻

度

が

低

い
。

こ

の
よ

う

に
萩

藩

で

は

、

養

子

と
婿

養

子

は

前

者

が

や

や
多

い
と

は

い
え

ほ

と

ん
ど

拮

抗

し

て

い
た
。

一
八
世

紀

前

半

に

は
、

萩

藩

に

お

け

る

養

子

お

よ

び

婿

養

子

に

よ

る

継

承

の

割

合

は

そ

れ

ぞ

れ

一
七

・
七

パ

ー

セ

ン

ト
、

一
六

・
○

パ

ー

セ

ン

ト

に
ま

で
上

昇

し

て

い
る

。

こ

の
時

期

に

お

い

て

も

、

養

子

は
婿

養

子

よ

り

も

僅

か
な

が

ら

多

い

と

い
う

状

態

を

保

っ
て

い

る
。

会

津

藩

で

は

一
八

世

紀

前

半

に
お

い

て

は

、

養

子

お

よ

び

婿

養

子

は

そ

れ

ぞ

れ

一
〇

・
四

パ

ー

セ

ン

ト
、

一
〇

・

一
パ

ー

セ

ソ

ト

と

な

り

、

変

化

の

パ

タ

ー

ン
は

類

似

す

る
が

、

上

昇

の
度

合

い

は

そ

れ

ほ

ど

著

し

く

な

い
。

佐

竹

藩

で

は
養

子

と

婿

養

子

は

そ

れ

ぞ

れ

一
七

・
七

パ

ー

セ

ン
ト
、

一
〇

・
五

パ

ー

セ

ン
ト

と

な

り

、

も

と

も

と

多

か

っ
た

養

子

が

さ

ら

に

多

く

な

っ
て

い
る
。

加

賀

前

田
藩

で

は
、

養

子

と

婿

養

子

は

そ

れ

ぞ

れ

二

八

・

○

パ

ー

セ

ン
ト
、

六

・
五

パ

ー

セ

ン

ト

と

な

っ
て
、

養

子

の
増

加

が

顕

著

な

反

面

、

婿

養

子

は

む

し

ろ
減

少

し

て

い

る
。

佐

賀

鍋

島

藩

で

は

養

子

、

婿

養

子

は

そ

れ

ぞ

れ

八

・
三

パ

ー

セ

ン

ト
、

一
三

・

一
パ

ー

セ

ン

ト

で
、

養

子

の
増

加

に

対

し

て
婿

養

子

の
増

加

が

著

し

く

、

両

者

の
関

係

が

逆

転

し

て

い
る
。

変

化

の

様

相

が

藩

ご

と

に
異

な

っ
て

い

る

の
は

興

味

深

い
。

そ

の
中

で
、

婿

養

子

と

い

う
代
替
措
置
を
行
な

っ
た
こ
と
が
目
立

つ
の
が
、
佐
賀
鍋
島
藩
と
萩
藩
で
あ
る
。

鵬

③

家
系
継
承
者

の
先
代
家
督
者

に
対
す
る
関
係
-
身
分
階
層
別
観
察

萩
藩
藩
士
の
家
系
継
承
者

の
先
代
家
督
者
に
対
す
る
関
係

に
つ
い
て
身
分
階

層
間

の
観
察
を
行
な
う
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

一
七
世
紀

に
お
い
て
家
系
継

承
者
が
長
男
で
あ

っ
た
割
合
は
大
組
と
無
給
通
ほ
か
で
そ
れ
ぞ
れ
六
三

・
六
パ

ー
セ
ソ
ト
、
六

一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
実
子
男
子
に
よ
る
継
承
は
そ
れ

ぞ
れ
七
三

・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
七
四

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち

大
組
と
無
給
通
ほ
か
と

の
間

に
は
目
立

っ
た
差
は
存
在
し
な
い
。
養
子
と
婿
養

子
の
割
合
は
、
大
組
で
は
そ
れ
ぞ
れ

一
〇

・
三
パ
ー
セ
ソ
ト
、
九

・
六
パ
ー
セ

ン
ト
、
無
給
通
ほ
か
で
は
そ
れ
ぞ
れ

一
二

・
七
パ
ー
セ
ソ
ト
、
九

・
六
パ
ー
セ

ン
ト
で
、
無
給
通
ほ
か
に
お
い
て
養
子
の
割
合
が
僅
か
に
高
い
も

の
の
こ
れ
ら

二

つ
の
身
分
階
層
間
で
基
本
的
な
違

い
は
な
い
。

一
八
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
長
男
に
よ
る
継
承
は
大
組
で
五

一
・
ニ
パ
ー
セ

ン
ト
、
無
給
通
ほ
か
で
四
九

・
○
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
少

し
、
実
子
男
子
に
よ
る

継
承
は
大
組

で
六
二

・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
無
給
通
ほ
か
で
五
四

・
七
パ
ー
セ
ン

ト
に
な

っ
た
。
と
く

に
無
給
通
ほ
か
に
お
け
る
減
少
が
顕
著
で
、
こ
の
た
め
に

大
組
と
無
給
通
ほ
か
と
の
間
で
差
が
目
立

つ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
差
は
無
給
通

ほ
か
に
お
け
る
養
子
の
割
合

の
増
加

に
よ
っ
て
埋

め
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ち
な
み
に
、
大
組

に
お
け
る
養
子
と
婿
養
子
は
そ
れ
ぞ
れ

一
二

・
九
パ
ー
セ
ソ

ト
、

一
七

・
三
パ
ー
セ
ソ
ト
、
無
給
通
ほ
か
で
は
そ
れ
ぞ
れ
二

一
・
ニ
パ
ー
セ
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ン
ト
、

一
六

・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
婿
養
子

の
割
合
に
関
し
て
は
大
差
が
な
い

こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

船
手
組
、
寺
社
組
、
細
工
人
な
ど

の
職
能
的
身
分
に
関
し
て
は
、
事
例
数
が

少
な

い
こ
と
も
あ

っ
て
、
特
異
な
傾
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
船
手

組
に
お
い
て
は

一
七
世
紀

に
関
し
て
は
大
組
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
傾
向
が
見

い
だ

さ
れ
る
が
、

一
八
世
紀
前
半

で
は
養
子
が

多
く
な
る

(二

一
・
七
パ
ー
セ
ソ
ト
)

一
方

で
、
婿
養
子
が
少
な

い

(八

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
)
と

い
う
対
応
が
見
ら
れ

る
。

一
八
世
紀
前
半
の
数
値
は
、
船
頭
な
ど
の
下
級
職
能
者
を
よ
り
多
く
含
む

こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
寺
社
組

で
は
も
と
も
と
多

か
っ
た

婿
養
子

(
一
七

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
)
が

一
七
世
紀

か
ら

一
八
世
紀
前
半

の
問
で

ほ
と
ん
ど
不
変

(
一
八

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
)
に
保
た
れ
る

一
方
、
養
子
が
六

・

七
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二

一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
激
増
し
て
い
る
。
細
工
人
で

は
、

一
七
世
紀

に
皆
無
で
あ

っ
た
婿
養
子
が

一
八
世
紀
前
半
で
は
他

の
身
分
階

層
と
遜
色

の
な
い

一
五

・
九

パ
ー
セ
ソ
ト
を
占

め
る
よ
う
に
な
り
、
九

・
一
パ

ー
セ
ン
ト
と
比
較
的
少
な
か

っ
た
養
子
が

二
二

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な

っ
て
い

る
。

ω

先
代
の
子
の
数

長
男
あ
る
い
は
実
子
男
子
が
家
督
継
承
者
と
な
る
た
め
に
は
、
先
代

に
男
子

が

一
人
以
上
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
必
須

の
条
件

で
あ
る
。
萩
藩
に
お
け
る
先

代

の
男
子
数
は
表
4
に
示
す
。

一
七
世
紀

に
お
い
て
は
平
均
男
子
数
は

一
・
八

五
人
で
、
男
子
を
欠
く
も

の
の
割
合
は

一
七

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

っ
た
。
同

じ
時
期
の
佐
賀
鍋
島
藩
で
は
二

・
二
九
人
と

一
〇

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
会
津
藩

に
お
い
て
は
、
二

・
〇
四
人
、

一
四

・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
こ
れ
ら
の
藩

に
お

け
る
長
男
あ
る
い
は
実
子
男
子
に
よ
る
継
承
の
割
合

の
相
対
的
な
多
さ
は
、
男

子
数

の
多
さ
に
符
合
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
鹿
児
島
島
津
藩

で
は
、

一
・
七
〇

人
と

一
四

・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
値
が
見
ら
れ
、
平
均
男
子
数
に
関
す
る

か
ぎ
り
論
理
的

に
想
定
さ
れ
る
よ
り
も
少
な
く
な

っ
て
い
る
。
秋
田
佐
竹
藩

で

は
、
長
男
お
よ
び
実
子
男
子

の
継
承
の
割
合
が
萩
藩
と
肩
を
並
べ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
平
均
男
子
数

一
・
五
四
人
、
男
子
を
欠
く
も

の
一
九

・
七
パ
ー
セ
ン

ト
と
男
子
数
が
や
や
少
な

め
の
数
値
が
見
ら
れ
る
。
加
賀
藩

に
関
し
て
は
、

一
・
三

一
人
、
三
〇

・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
長
男
お
よ
び
実
子
に
よ
る
継
承
の

少
な
さ
に
み
あ
う
だ
け
の
男
子

の
少
な
さ
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て

.
判
断
す
れ
ぽ
、
萩
藩

の
長
男
あ
る
い
は
実
子
男
子
に
よ
る
継
承
の
出
現
頻
度
は
、

男
子
数

に
み
あ
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
八
世
紀
前
半
に
な
る
と
萩
藩

の
平
均
男
子
数
は

一
・
四
七
人
に
減
少
し
、

男
子
を
欠
く
も
の
の
割
合
は
二
七

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
昇
す
る
。
会
津
藩

で

は
平
均
男
子
数

一
・
八
二
人
、
男
子
を
欠
く
も

の
の
割
合

一
五

・
八
パ
ー
セ
ン

ト
で
、
萩
藩

の

一
七
世
紀

に
並
ぶ
状
況
が
よ
う
や
く
こ
こ
で
現
わ
れ
て
い
る
。

秋
田
佐
竹
藩

で
は

一
・
五

一
人
、
二
五

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
萩
藩
と
類
似

の

状
況
が
出
現
す
る
。
た
だ
し
秋
田
佐
竹
藩

で
は
、
平
均
男
子
数
に

つ
い
て
は

一

七
世
紀
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
化
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
類
似

の
状
況

の
中

117



表4 先代 の男子数(17世 紀)

男子数 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人

0 266(17.8)151(18.8)43(18.8) 14(25.5)7(15.6)4(12.!)

1 445(29.8)218(27.1)95(41.5) 11(20.0)15(33.3)17(51.5)

2 356(23.9)192(23.9)47(20.5) 16(29.1)10(22.2)10(30.3)

3 227(15.2)134(16.7)27(11.8) 9(16.4)6(13.3)2(6.1)

4 120(8.0)66(8.2)12(5.2) 2(3.6)3(6.7)0

5 48(3.2)28(3.5)3(1.3) 1(1.8)2(4.4)0

6 21(1.4)9(1.1)1(0.4) 2(3.6)2(4.4)0

7 4(0.3)3(0.4)0 000

8 3(0.2)1(0.1)1(0.4) Ooa

9 2(0.1)1(0.1)0 Ooa

計 1492(100)803(100)229(100) 55(100)45(100)33(100)

平均 1.85人1.87人1.52人 1.73人1.93人1.30人

表5先 代 の男子 数(18世 紀前半)

男子数 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人

0 289(27.8)89(24.0)109(32.5) 14(30.4)6(18.8)11(25.0)
1 292(28.0)95(25.6)100(29.9) 16(34.8)8(25.0)8(18.2)

2 258(24.8)96(25.9)81(24.2) 10(21.7)10(31.3)13(29.5)

3 124(11.9)51(13.7)29(8.7) 4(8.7)5(15.6)11(25.0)

4 51(4.9)27(7.3)14(4.2) 2(4.3)1(3.1)0

5 21(2.0)10(2.7)2(0.6) 01(3.1)1(2.3)

6 3(0.3)1(0.3)0 01(3.1)0

7 2(0.2)1(0.3)0 000

8 1(0.1)1(0.3)0 000

9 000 000

計 1041(100)371(100)335(100) 46(100)32(100)44(100)

平均 1.47人1.67人1.24人 1.22人1.81人1.54人

 

で
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
秋
田
佐
竹
藩

で
は
婿
養
子
も
増
加
す
る
も

の
の
養

子

の
増
加
が
よ
り
顕
著
で
あ
り
、
萩
藩
で
は
養
子
も
婿
養
子
も
同
様
に
増
加
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
佐
賀
鍋
島
藩

に
お
い
て
は
、
平
均
男
子
数
は
二

・
三
八
人

で
む
し
ろ
僅
か
な
が
ら
増
加
し
て
お
り
、

そ
の
中
で
男
子
を
欠
く
も

の
に
お
い

て

一
七

・
三
パ
ー
セ
ソ
ト

へ
の
増
加
が
見

ら
れ
る
。
加
賀
前
田
藩
で
は
、
平
均

男
子
数
は

一
・
二
二
人
と
な
り
、
男
子
を
欠
く
も
の
の
割
合
は
、

三
四

・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
中

で
、
既
に
見
た

よ
う
に
婿
養
子
は
も
と
も
と
少
な
い
の
が
さ
ら

に
僅

か
な
が
ら
減

少
し
、
養
子
が
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

萩
藩

に
お
け
る
男
子
数
を
身
分
階
層
別
に
吟
味
す
る
と
以
下

の

よ
う
に
な
る
。

一
七
世
紀

に
お
け
る
平
均
男

子
数
は
大
組

で
は

一
・
八
七
人
、
無
給
通
ほ
か
で
は

一
・
五
二
人
、
男
子
を
欠
く
も

の
の
割
合
は
い
ず
れ

に
お
い
て
も

一
八

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

っ

た
。

一
八
世
紀
前
半

に
な
る
と
、
平
均
男
子
数
は
大
組
で
は

一
・

六
七
人
、
無
給
通
ほ
か
で
は

一
・
二
四
人
に
減
少
し
、
男
子
を
欠

く
も

の
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
二
四

・
○
パ
ー
セ
ソ
ト
、
三
二

・
五

パ
ー
セ
ン
ト
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
既
に
述
べ
た

各
身
分
階
層

の
継
承
者

の
変
化
に
対
応
し
て
お
り
、
変
化
を
惹
起

す
る
だ
け
の
変
動

の
大
き
さ
を
含
ん
で
い
る
。
無
給
通
ほ
か
に
お

け
る

一
八
世
紀
前
半

の
数
値
は
加
賀
前
田
藩
全
体

に
お
け
る
数
値

と
ほ
ぼ
等
し
い
。
そ
の
中

で
、
加
賀
藩

に
お
け
る
養
子
の
突
出
と
、

萩
藩
に
お
け
る
婿
養
子
の
増
加
を
も
並
行
さ
せ
る
形
で
養
子
が
増
加
す
る
過
程

を
こ
こ
で
も
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
能
的
身
分
階
層
に
関
す
る
観
察
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
船
手
組
に
お

い
て
は
、
平
均
男
子
数
が

一
・
七
三
人
か
ら

一
・
二
二
人
に
減
少
し
、
男
子
を

欠
く
も

の
の
割
合
も
二
五

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
〇

・
四
パ
ー
セ
ン
ト

へ
と
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萩藩藩士における家系の継承と人口学的要因

表6先 代の子の数(17世 紀)

子の数 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人

0 172 (11.5) 100(12.5) 24(10.5) 8(14.5) 5(11.1) 3(9.1)
1 209 (14.0) 88(11.0) 61(26.6) 4(7.3) 12(26.7) 10(30.3)

2 252 (16.9) 124(15.4) 50(21.8) 13(23.6) 11(24.4) 10(30.3)

3 283 (19.0) 166(20.7) 40(17.5) 16(29.1) 6(13'.3) 7(21.2)

4 165 (11.1) 86(10.7) 25(10.9) 4(7.3) 5(11.1) 3(9.1)

5 166 (11.2) 96(12.0) 14(6.1) 4(7.3) 6(13.3) 0

6 109 C7.3) 69(8.6) 7(3.1) 1(L8) 0 0

7 67 (4.5) 39(4.9) 5(2.2) 3(5.5) 0 0

8 36 (2.4) 19(2.4) 2(0.9) 1(1.8) 0 0

9 19 (1.3) 10(1.2) 1(0.4) 1(1.8) 0 0

10 7 0.5) 2(0.2) 0 0 0 0

11 2 0.1) 1(0.1) 0 0 0 0

12 2 Co.1) 1(0.1) 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 2 Co.i) 2(0.2) 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 1 Co.1) 0 0 0 0 0

計 1492 Cloo) 803(100) 229(100) 55(100) 45(100) 33(100)

平均 3.21人 3.31人 2.41人 2.87人 2.27人 1.91人

性比 1.350 1.295 1.684 1.145 5.800 2.150

表7先 代 の子の数(18世 紀前半)

子 の数 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人

0 168 (16.1) 5!(13.7) 65(19.4) 10(21.7) 2(6.3) 8 (18.2)
1 162 (15.6) 43(11.6) 66(19.7) 8(17.4) 7(21.9) 6 (13.6)
2 190 (18.3) 56(15.1) 74(22.1) 10(21.7) 2(6.3) 8 (18.2)
3 205 (19.7) 90(24.3) 56(16.7) 9<19.6) 9(28.1) 7 (15.9)
4 141 (13.5) 55(14.8) 42(12.5) 3(6.5) 4(12.5) 7 (15.9)
5 72 (6.9) 26(7.0) 16(4.8) 3<6.5) 4(12.5) 5 (11.4)
6 56 (5.4) 27(7.3) 10(3.0) 2(4.3) 2(6.3) 1 (2.3)
7 22 (2.1) 10(2.7) 4(1.2) 1(2.2) a 2 (4.5)
8 13 (L2) 7(1.9) 2(0.6) 0 1(3.1) 0

9 5 (0.5) 2(0.5) 0 0 1(3.1) 0

10 5 (0.5) 3(0.8) 0 0 0 0

11 2 (0.2) 1(0.3) 0 0 a 0

12 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0

計 1041 (100) 371(100) 335(100) 46(100)32 (100)44 Cloo)

平均 2.68人 3.31人 2.19人 2.19人 3.50人 2.64人

性比 1.211 1.295 1.050 0.978 1.074 1.636

上
昇
し
て
い
る
。

こ
の
変
化
は
船
手
組

に
お
い
て
無
給
通
ほ
か
に
匹
敵
す
る
養

子
の
多
さ
と
な

っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
寺
社
組

に
お
い
て
は

一
・
九
三
人
と
比

較
的
多
か

っ
た
平
均
男
子
数
が
、

一
八
世
紀
前
半

で
も

一
・
八

一
人
と
比
較
的

高
い
ま
ま
維
持
さ
れ
て
い
る
。
男
子
を
欠
く
割
合
も

一
七
世
紀

の

一
五

・
六
パ

ー
セ
ン
ト
か
ら

一
八
世
紀
前
半

の
一
八

・
八
パ
ー
セ
ン
ト

へ
と
比
較
的
穏
や
か

な
上
昇

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
養
子
の
増
加
に
は
著

し
い
も

の
が
あ
る
。
細
工
人
に
お
い
て
は
平
均
男
子
数

は

一
七
世
紀

の

一
二
二

〇
人
か
ら

一
・
五
四
人

へ
と
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
が
、
男
子
を
欠
く
も
の
の
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割
合

は

一
二

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
五

・
○
パ
ー
セ
ソ
ト

へ
増
加
し
て
い
る
。

男
女
の
子
の
数
は
、
と
き

に
は
女
子
が
系
譜
記
載
か
ら
省
か
れ
る
こ
と
が
あ

る
た
め
に
、
信
頼
性
に
お
い
て
問
題
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
を
欠
く
も

の
の
割
合
は
、
養
子

の
導
入
に
深
い
関
わ
り
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一

七
世
紀
に
お
け
る
萩
藩
で
は
、
子
を
欠
く
も
の
は

=

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
て
い
た
が
、

一
八
世
紀
前
半

で
は

一
六

・
一
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
上
昇
し
て
い

る
。
佐
賀
鍋
島
藩
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
七

・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
七

・
七
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
り
、
会
津
藩

で
は
七

・
四
パ
ー
セ
ソ
ト
、
八

・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で

萩
藩
よ
り
も
低
か
っ
た
。
秋
田
佐
竹
藩

で
は
、

=

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら

一

五

・
五
パ
ー
セ
ン
ト

へ
と
萩
藩
を
や
や
下
回
る
増
加
が
あ
る
。
加
賀
前

田
藩

に

お
け
る
変
化
は
、

一
九

・
六
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
四

・
一
パ
ー
セ
ソ
ト
に
至
る

も

の
で
、
萩
藩
に
お
け
る
四

・
六
ポ
イ
ン
ト
に
ほ
ぼ
等
し
い
四

・
五
ポ
イ
ン
ト

の
上
昇
を
示
す
が
、
元
々
の
高
水
準
の
た
め
相
対
的
に
は
緩
や
か
と
判
断
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

子
の
性
比
は
、
女
子
の
数
が
実
際
に
少

な
か

っ
た
と

い
う
よ
り
は
、
系
譜
記

載
に
お
け
る
女
子
の
取
り
扱

い
を
め
ぐ
る

一
つ
の
目
安
と
し
て
利
用
で
き
る
。

萩
藩

に
お
け
る
性
比
は

一
七
世
紀

に
お
い
て
は

一
・
三
五
〇
、

一
八
世
紀
前
半

に
お
い
て
は

一
・
二

一
一
で
あ

っ
た
。
若

干
の
改
善
は
あ

っ
た
も

の
の
女
子
の

省
略
が
い
く
ら
か
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
佐
賀
鍋
島
藩
に
お
い
て
は

性
比
は

一
・
四
〇
二
お
よ
び

一
・
三
二
五

で
萩
藩
を
上
回

っ
て
い
た
。
会
津
藩

に
お
い
て
は

一
・
四
〇
五
か
ら

一
・
一
九
五

へ
、
秋
田
佐
竹
藩

に
お
い
て
は

一
・
四
七
九
か
ら

一
・
二
九

一
へ
の
変
化
が
あ

っ
た
。
加
賀
藩

に
至

っ
て
は
、

一
・
二
七
四
か
ら

一
・
五
三
三

へ
性
比
は
む
し
ろ
上
昇

へ
と
向
か

っ
て
い
る
。

萩
藩

の
な
か
で
は
、
大
組

の
性
比
が

一
七
世
紀
、

一
八
世
紀
前
半

と
も

に

一
・
二
九
五
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
無
給
通
で
は

一
・
六
八
四
か
ら

一
・
〇
五

〇

へ
と
著

し
い
改
善
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
変
化

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
不

明
で
あ
る
。
寺
社
組

の
性
比
が
五

・
八
○
○
か
ら

一
・
〇
七
四

へ
と
急

に
低
下

す
る

一
方
、
細
工
人
に
お
い
て
二

・
一
五
〇
か
ら

一
・
六
三
六

へ
と
高

い
ま
ま

推
移
す
る
。
こ
れ
ら
の
身
分
階
層

で
は
、
と
く
に
古

い
時
代

に
お
け
る
女
子
の

記
載
が
不
正
確

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ

と
が
女
子

の
軽
視
そ
の
も

の
を
意
味
し
て
直
ち
に
婿
養
子
の
少
な
さ
を
招
来
す

る
訳
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

㈲

先
代

の
死
亡
年
齢

萩
藩
に
お
け
る
先
代
家
督
者
の
死
亡
年
齢
は
表
8
お
よ
び
表
9
に
示
す
と
お

り
で
あ
る
。
平
均
死
亡
年
齢

は
、

一
七
世
紀
に
は
六
二

・
五
歳
、

一
八
世
紀
前

半

で
は
六
八

・
八
歳
で
あ

っ
た
。

一
七
世
紀
に
お
け
る
死
亡

の
最
頻
値
は
七

一

i
七
五
歳

に
、

一
八
世
紀

に
お
け
る
死
亡
の
最
頻
値

は
七
六
-
八
○
歳
に
見
ら

れ
る
。
家
督
者

の
長
寿
化
が
死
亡
傾
向

の
低
下
、
あ
る
い
は
平
均
余
命
の
上
昇

と
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
な
お
若
干
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

こ
と
か
ら

一
七
世
紀
か
ら

一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
死
亡
率
が
上
昇
し
た
と
い

う
推
論
を
導
く
こ
と
は
よ
り
難
し
い
。

一
七
世
紀

か
ら

一
八
世
紀
前
半
に
か
け
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て
、
子
の
数
が
減
少
し
た
こ
と
を
既
に
明
ら
か
に
し
た
が
、

こ
の
こ
と
か
ら
子

の
数

の
減
少
が
死
亡
率

の
低
下
を
と
も
な
わ
ず
に
実
現
し
た
と
い
う
推
論
に

一

歩
近
付
く
こ
と
に
な
る
。

秋
田
佐
竹
藩
に
お
い
て
は
、

一
七
世
紀

に
お
け
る
先
代
家
督
者

の
平
均
死
亡

年
齢
は
五
七

・
七
歳
、

一
八
世
紀
前
半

で
は
五
八

・
一
歳

で
あ

っ
た
。
こ
の
こ

と
も
ま
た
死
亡
傾
向
の
上
昇
と
い
う
解
釈

に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
。
同
藩
に

お
い
て
、
元
禄
八
ー
九
年

(
一
六
九
五
-

一
六
九
六
)
と
享
保

一
七
年

(
一
七
三

表8先 代家督者の死亡年齢(17世 紀)

死亡年齢 総数 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人

1一 5 2 1 1 0 0 0

6一 10 3 1 0 0 0 0

11一 15 1 1 0 0 0 0

16一 20 13 8 2 0 0 0

21一 25 23 11 3 1 1 0

26一 30 36 25 5 0 1 0

31一 35 55 31 3 4 1 3

36一 40 56 31 8 3 1 1

41一 45 81 45 17 1 1 2

46一 50 75 36 8 2 3 3

51一 55 130 71 19 5 4 2

56一 60 135 64 20 8 9 3

61一 65 171 97 19 4 2 3

66一 70 175 101 26 2 7 7

71一 75 188 100 36 7 6 1

76一 80 149 72 30 8 4 3

81一 85 113 66 14 5 4 2

86一 90 55 31 11 3 1 2

91一 95 13 5 4 2 0 1

96-100 12 6 2 0 0 0

不明 1

計 1492 803 229 55 45 33

平均 62.5歳 62.3歳64 .4歳 64.6歳 70,2歳 62.7歳

表9先 代家督者の死亡年齢(18世 紀前半)

二
)
に
発
生
し
た
飢
饉
が
、
先
代
家
督
継
承
者

の
平
均
死
亡
年
齢
を
低
下
さ
せ

た
と
い
う
統
計
的
な
数
値
が
得
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
六
八

一
ー

一
六

九

一
年

に
お
け
る
先
代
家
督
者

の
平
均
死
亡
年
齢
は
五
九

・
七
歳
で
あ
る
の
に

対
し
て
そ
れ
に
続
く

一
六
九

一
-

一
七
〇
〇
年

に
は
五
七

・
五
歳
ま
で
低
下
し

て
い
る
こ
と
、

一
七
二

一
-

一
七
三
〇
年

の
平
均
死
亡
年
齢
五
九

・
二
歳
が
そ

れ
に
続
く

一
七
三

一
-

一
七
四
〇
年

に
五
五

・
四
歳
ま
で
低
下
し
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
を
受
け
入
れ
て
も
、
こ
れ
ら
は

一
時
的
な
現
象

死亡年齢 総数: 大組 無給通ほか 船手組 寺社組 細工人

1一 5 0 0 0 0 0 0

6一 10 2 0 1 0 0 0

11一 15 2 1 0 0 0 0

16一 20 7 2 4 0 0 0

21一 25 17 9 4 0 0 1

26一 30 17 0 8 2 0 3

31一 35 13 4 2 1 2 0

36一 40 28 11 8 1 1 0

4!一 45 23 9 7 1 1 1

46一 50 47 13 20 1 1 1

51一 55 55 17 19 2 2 2

56一 60 72 25 18 2 2 6

61一 65 87 27 28 4 0 4

66一 70 131 42 40 5 8 5

71一 75 156 59 47 10 5 8

76一 80 167 71 49 8 3 7

81一 85 133 48 48 5 5 5

86一 90 62 22 19 3 2 1

91一 95 22 8 8 1 0 0

96-100 5 3 3 0 0 0

100一 2 0 0 0 0 0

不明 3 0 2 0 0 0

計 1041 371 335 46 32 44

平均 68.8歳 69.3歳 68.!歳 69.1歳 67.7歳 65。9歳
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表1010年 きぎみ にみた継承 お よび子の数 萩藩全数

先代の死亡年 継承件数
長男Gこよる 養子Yこよる

継承 継承

婿養子に

よる継承
男子 なし 子 なし

1651-1660 149(100) 99(66.4)15(10.1) 5(3.4) 20(13.4) 17(21.0)

1661-1670 202(100) 137(67.8)10(5.0) 20(9.9) 36(17.8) 19(9.4)

1671-1680 242(100) 152(62.8)20(8.3) 30(12.4) 35(14.5) 16(6.6)

1681-1690 267(100) 165(61.8)40(15.0) 26(9.7) 63(23.6) 47(17.6)

1691-1700 323(100) 186(57.6)50(15.5) 36(11.1) 77(23.8) 53(16.4)

1701-1710 294(100) 160(54.4)50(17.0) 41(13.9) 78(26.5) 42(14.3)

1711-1720 251(100) 123(49.0)43(17.1) 40(15.9) 72(28.7) 43(!7.1)

1721-1730 237(100) 128(54.0)43(18.1) 29(12.2) 57(24.1) 37(15.6)

1731-1740 183(100) 80(43.7)38(20.8) 36(19.7) 65(35.5) 38(20.8)

表1110年 きざみにみた継承 および子 の数 萩 藩大組

先代の死亡年 継承件数
長男による

継承

養子 による

継承

婿養子に

よる継承
男子な し 子 なし

1651-!660 85(100) 61(71.8) 9(10.6) 3(3.5) 12(14.1) 9(10.6)

1661-1670 120(100) 85(70.8) 3(2.5) 12(10.0) 21(17.5) 9C7.5)

1671-1680 144(100) 89(61.8) 13(9.0) !8(12.5) 24(16.7) 11(7.6)

1681-1690 125(100) 75(60.0) 19(15.2) 13(10.4) 31(24.8) 26(20.8)

1691-1700 160(100) 86(53.8) 26(16.3) 17(10.6) 39(24.4) 30(18.8)

1701-1710 124(100) 63(50.8) 21(16.9) 15(12.1) 35(28.2) 24(19.4)

1711-1720 102(100) 49(48.0) 15(!4.7) 19(18.6) 23(22.5) 13(12.7)

1721-1730 81(100) 46(56.8) 7C8.6) 12(14.8) 9(11.1) 7C8.6)

1731-1740 55(100) 28(50.9) 4(7.3) 16(29.1) 8(14.5) 7(10.9)

 

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、

一
時
的
な
効
果

を
示
す
に
過
ぎ
な
い
と
解
釈

で
き
そ

う
で
あ
る
。

㈲

一
〇
年
刻
み
で
見
た
継
承
の
変
化

萩
藩

に
お
い
て
比
較
的
多
く

の
継
承
事
例
が
得
ら
れ
る

一
六
五

一
年
か
ら

一

七
四
〇
年

に
至
る
九
〇
年
間
に
関
し
て
、

一
〇
年
刻

み
の
観
察
を
行
な
う
と
表

10

・
11
の
よ
う
に
な
る
。
長
男

に
よ
る
継
承

の
割
合
は
、
こ
の
間
に
六
六

・
四

パ
ー
セ
ソ
ト
か
ら
四
三

・
七
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
減
少
す
る
。
最
後
の
時
期

に
あ

た
る

一
七
三

一
-

一
七
四
〇
年

は
、
享
保

一
七
年

(
一
七
三
二
)
の
飢
饉
を
含

み
、
防
長

の
人
口
四
八
万
余
人
の
う
ち
約
三
割
方
に
あ
た
る

一
〇
万
七
五
〇
〇

人
が
餓
死
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
長
男

に
よ
る
継
承
は
こ
の
時
期

に
四
三

.
七

パ
ー
セ
ソ
ト
ま
で
落
ち
込
む
。
し
か
し
、
そ
れ
に
先
行
す
る
減
少
は
、

一
七

一

一
-

一
七
二
〇
年

の
や
や
大
幅
の
減
少
と

一
七
二

一
-

一
七
三
〇
年

に
お
け
る

あ
る
程
度

の
回
復
と
い
う
波
動
を
含
み

つ
つ
も
全
体
と
し
て
連
続
的
で
あ
る
。

養
子
に
よ
る
継
承
も
婿
養
子
に
よ
る
継
承
も
僅
か
な
浮
動
を
伴

い
な
が
ら
漸
次

的
に
増
加
し
て
い
る
。
男
子
が
な
い
も

の
の
割
合
、
お
よ
び
子
が
な

い
も
の
の

割
合
も
ま
た
相
応

の
増
加
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
も

一
七
三

一
i

一
七
四
〇
年

の
増
加
は
顕
著

で
、
こ
の
期
間

に
生
じ
た
飢
饉
が
そ
れ
自
体
と
し

て
も
あ
る
程
度

の
影
響
を
及
ぼ

し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

萩
藩
大
組

に
関
す
る
同
様
の
検
討
は
、
長
男
に
よ
る
継
承
が
漸
次
的
に
減
少

す
る
中
で
、
婿
養
子
に
よ
る
継
承
が
著
し
く
増
加
し
て
き
た
過
程
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
養
子
に
よ
る
継
承
が
最
後

に
減
少
傾
向
を
示
す
こ
と
も
興

味
深

い
。
享
保

の
飢
饉
を
含
む
時
期
に
男
子
を
欠
く
も

の
の
割
合
、
お
よ
び
子

を
欠
く
も
の
の
割
合
が
必
ず
し
も
著
し
い
増
加
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
比

較
的
高

い
身
分
階
層
で
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
。
飢
饉
の
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直
接
的
な
影
響
は
こ
の
身
分
階
層

で
は
明
確

に
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。

3

婿
養
子
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
分
析

萩
藩

に
お
い
て
は
婿
養
子
に
よ
る
継
承
が
他
藩

に
比
し
て
目
立

っ
て
い
る
。

婿
養
子
が
本
当
に
多

い
の
か
、
婿
養
子

の
導
入
が
男
子
を
押
し
退
け
る
ほ
ど
に

実
行
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
の
か
、
男
子
を
欠
く
場
合
に
は
女
子
が
あ
れ
ば
必

ず
婿
養
子
を
と

っ
た
の
か
な
ど
の
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
し
よ
う
。

手
始
め
に
、
先
代
家
督
者

に
男
子
が
な
く
、
女
子
が

一
人
だ
け
あ

っ
た
場
合
、

即
ち
い
わ
ゆ
る

一
人
娘
の
場
合

に
そ

の
娘
が
ど
う
な

っ
た
か
を
調
べ
る
と
表
12

の
よ
う
に
な
る
。

一
七
世
紀
に
お
い
て
は
八

一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
八
世
紀

前
半

に
は
六
九

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
婿
養

子
を
取

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
人

表12一 人娘 の動向

17世紀18世 紀前半

婚 出

婿養子取 り

その他

不明

6(14.0)17(27.0)

35(81.4)44(69.8)

01(1.6)

2(4.7)1(1.6)

計 43(100)63(100)

17世紀 における一人娘の早世2件 を除 く。

表13女 子 のみ二人以上 の場合

17世紀18世 紀前半

すべて婚出
一人 に婿養子取 り

不明

1(2.0)6(10.9)

48(98.0)48(87.3)

01(1.8)

計 49(100)55(100)

18世 紀前半 に:おける女子二人 とも早世2件 を除 く。

娘
の
婚
出
が
確
認
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
四

・
O
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
七

・

○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
婿
養
子
を
取
る
可
能
性
は
か
な
り
高

い
が
、
必
ず
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
時
代
が
下
が
る
と
婚
出
す
る
割
合
が
む
し
ろ
増

大
し
て
い
る
。

他

の
藩
に
関
す
る
比
較
可
能
な
デ
ー
タ
は
僅
か
し
か
な
い
が
、
秋
田
佐
竹
藩

で
は

一
七
世
紀

に
お
い
て
、
七
二

・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
が
婿
養

子
を
迎
え
、
二

二

・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
が
婚
出
し
て
お
り
、

一
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
六
二

・

九
パ
ー
セ
ン
ト
が
婿
養
子
を
取
り
、

二
八

・
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
婚
出
し
て
い
る
。

一
八
世
紀
前
半
の
会
津
藩
で
は

一
人
娘

の
六
二

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
婿
養
子
を

迎
え
、
二
五

・
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
婚
出
し
て
い
る
。
加
賀
前
田
藩

で
は
、

一
七

世
紀
に
お
い
て
五
〇

・
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
婿
養
子
を
迎
え
、
三
九

・
ニ
パ
ー
セ

ン
ト
が
婚
出
し
て
お
り
、

一
八
世
紀
前
半

で
は
四
四

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
婿
養

子
を
取
り
、
四
九

・
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
婚
出

し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
加
賀

前
田
藩
に
比
べ
る
と
明
ら
か
な
傾
向

の
差
が
存
在
す
る
が
、
秋
田
佐
竹
藩
お
よ

び
会
津
藩
と
比
較
し
た
場
合

に
は
、
婿
養
子
取
り
の
傾
向
が
萩
藩
に
お
い
て
僅

か
な
が
ら
高

い
と
は
い
え
、
決
定
的
な
差
は
存
在
し
な
い
。

先
代
家
督
者
に
男
子
が
な
く
、
女
子
が
二
人
以
上
あ

っ
た
場
合
、
婿
養
子
を

迎
、兄
る
傾
向
が
ど
う
な
る
か
を
萩
藩
藩
士
に
関
し
て
検
討
し
て
み
た

(表
13
参

照
)
。
女
子
の
う
ち

一
人
に
婿
養
子
を
取

っ
た
場
合
が
、

一
七
世
紀
に
お
い
て

は
九
八

・
○
パ
ー
セ
ン
ト
、

一
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
八
七

二
ニ
パ
ー
セ
ン

ト
を
占
め
、
こ
れ
ら

の
割
合

は
、

一
人
娘
の
場
合

に
比
し
て
よ
り
高

い
。
女
子
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己ゑ世71

出生順位
女子数 長女 二女 三女 四女 五女 不明

21195

311021

41112

51311

611

71!

半前紀世18

出生順位'
女 子数 長女 二女 三女 四女 五女 不明

2 14 8

3 9 2 3 1

4 2 1 2 1

5 1 2 1 1

例事の子養婿てつあ人レ刊男15表

男子の行方 17世紀18世 紀前半

早世 2213

病身 03

婿養子の養子 23

別系 71

他家へ養子 1112

僧 15

その他 22

不明 21

計 4740

し
た
か
ど
う
か
を
調
べ
る
と
表
15
の
よ
う
に
な
る
。
男
子
が

早
世
し
た
り
、
病
身

で
あ

っ
た
場
合
が
ま
ず
浮
か
び
上
が

っ

て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
男
子
が
別
系
と
な

っ
た
り
、
他

家

へ
養
子
に
出
さ
れ
た
り
、
僧

に
な

っ
た
り
す
る
事
例
も
決

し
て
無
視
で
き
な
い
。
男
子
が
本
家
な
ど
よ
り
家
格

の
高

い

家

の
継
承
者
と
な

っ
た
場
合
、
男
子
が
正
妻
の
子
で
は
な
い

場
合
、
男
子
が
後
妻

の
子
で
比
較
的
遅
く
出
生
し
た
場
合
な

ど
が
こ
の
よ
う
な
父
系
優
先
に
対
す
る
攪
乱
に
か
か
わ

っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
攪
乱
が
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
萩

ぼ
か
り
の
場
合

に
は
そ
の
中

の
い
ず
れ
か

に
婿
養
子
を
取
ろ
う
と
す
る
方
向

に

親
お
よ
び
関
係
す
る
親
族

の
気
持
ち
が
動

く
の
か
も
し
れ
な
い
。
女
子
が
二
人

以
上
あ

っ
て
婿
取
り
を
行
な

っ
た
場
合
、
出
生
順
位
別

に
み
て
ど

の
娘

に
婿
を

迎
え
た
か
を
整
理
す
る
と
表
14
の
よ
う
に
な
る
。
女
子
数
が
三
人
以
下
の
場
合

に
は
、
長
女
が
選
ぼ
れ
る
可
能
性
が
高

い
が
、
女
子
数
が
四
人
以
上
に
な
る
と

二
女
以
下
の
者
が
選
ぼ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
傾
向

は

一
七
世
紀
に
お
け
る
よ
り
も

一
八
世
紀
前
半

に
お
い
て
よ
り
顕
著
で
あ
る
。

出
生
順
位
に
相
応
す
る
形
で
跡
取
り
娘
と

い
う
観
念
が
必
ず
し
も
成
立
し
て
い

な
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

男
子
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
婿
養
子
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
父
系
的
な

継
承
を
優
先
す
る
武
士

の

「家
」
に
と

っ
て
は
異
例

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

男
子
が

一
人
だ
け
あ

っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
萩
藩

で
そ
の
よ
う
な
事
例
が
発
生

藩
に
お
け
る
婿
養
子
取
り
に
対
す
る
寛
容
な
態
度

の
存
在
を
示
唆
す
る
。
男
子

が
二
人
以
上
あ

っ
て
し
か
も
婿
取
り
が
行
な
わ
れ
た
事
例

に
つ
い
て
は
、
表

16

・
17
に
羅
列
的

に
示
し
て
お
く
。

婿
養
子
取
り
は
先
代
家
督
者

に
男
子
が
な
く
女
子
の
み
が
あ
る
と

い
う
人
口

学
的
な
条
件

の
も
と
で
も

っ
と
も
出
現
し
や
す
い
こ
と
は
容
易
に
理
解

で
き
る
。

こ
の
こ
と
を
考
慮

に
入
れ
て
、
先
代
家
督
者

の
う
ち
ま
ず

こ
の
条
件
を
み
た
す

者
㈲
を
数
え
上
げ
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
実
際
に
婿
養
子
を
取

っ
た
者
⑧
を
数

え
る
と
い
う
作
業
を
行
な

っ
て
み
た
。
先
代
家
督
者
総
数
⑧
に
対
し
て
、
A
/
S

と
B
/
A
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
は
婿
養
子

に
よ
る
継
承
実
現
の

た
め
の
人
口
学
的
係
数
、
後
者
は
婿
養
子
に
対
す
る
選
好
係
数
と
み
な
す
こ
と

が

で
き
る
。
ち
蹴
み
に
両
者

の
積

は
B
/
S
と
な

っ
て
、
先
代
家
督
者
総
数
に

対
し
て
こ
の
人
口
学
的
条
件

の
も
と
で
発
生
し
た
婿
養
子
の
比
率
で
あ
る
。
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表16男 子が二人以上あって婿養子の事例(17世 紀)

●男 子 早世 ・病 身 な どを含 む場 合

事例番号 所属 第1子 第2子 第3子 第4子 第5子 第6子
4大 組 男 早世 男 早世[女 婿取]

6大 組 男 早世 男 早世[女 婿取]

9大 組 男 早世[女 婿取 男不明

12大 組[女 婿取]女 婚出 女 婚出 女 婚出 女婿の後妻 男 早世

14手 廻 女 婚出 男 早世 男 早世[女 婿取]女 婚出
15寺 社 男 早世 男 早世 女 早世 女 早世[女 婿取]

●女 子 が第 一 子 の場 合(男 子早 世 ・病 身 な どを含 む 場合 を除 く)

3大 組[女 婿取]男 養出 男 出家

5大 組[女 婿取]男 養出 男 不明 男 養出

7無 給[女 婿取]女 早世 女 婚出 男 出家 男 出家 男 出家
8手 廻[女 婿取]女 婚出 男 養出 女 婚出 男 養出 男婿の養子

10大 組[女 婿取]女 婚出 男 養出 男 養出 男 養出

16船 手[女 婿取]男 出家 男 医業

17大 組[女 婿取]男 不明 男 出家

●そ の他

1寄 組 女 婚出 女 婚出 女 婚出 女 婚出[女 婿取]男 早世
2大 組 男 病身 女 早世 女 婚出[女 婿取]女 婚出 女 婚出

11手 廻 男 早世[女 婿取]女 不明 男 出家 男 養出

13大 組 男 病身 女 婚出 女 婚出[女 婿取]男 養出

第7子 第8子 第9子

男 早世

女 不明

男 不明

女 婚出 女 早世 男 養出

男 養出 女 婚出 男 別系

表17男 子 が二人以上 あって婿養子 の事例(18世 紀前半)

●男 子早 世 ・病身 な どを含 む 場合

事例番号 所属 第1子 第2子 第3子

1大 組 男 早世 女 婚出[女 婿取]

4大 組 女 早世

5寺 社 男 早世

6大 組 男 早世

12寄 組 女 婚出

17大 組 男 早世

18扶 持方成 女 婚出

19大 組 男 早世

24大 組 男 早世

31大 組 女 早世

2大 組[女 婿取]

8大 組[女 婿取]

10大 組[女 婿取]

11無 給[女 婿取]

13大 組[女 婿取]

14細 工人[女 婿取]

15無 給[女 婿取]

16無 給[女 婿取]

23大 組[女 婿取]

25遠 近[女 婿取]

26無 給[女 婿取]

29無 給[女 婿取]

32三 十人[女 婿取]

● そ の 他

3大 組 女 婚出

7大 組 女 婚出

9大 組 男 早世

20大 組 男 早世

21細 工人 男 別系

22大 組 男 故有

27無 給 男 不明

28細 工人 男 追放

30手 廻 女 早世

33手 廻 男 分知別系

34大 組 男 出家

[女婿取]

女 早世

[女婿取]

[女婿取]
女 早世

男 早世

男 早世

[女 婿取]

男 養出早世

男 早世

第4子

女 早世
女婿の後妻

女 早世

男 早世

第5子

男 早世

男 早世

女 早世

男 早世
女 婚出

男 養出

第6子

女婿の後妻

男 早世

男 早世 女 早世

第7子 第8子

女 早世

女 早徴 女 婚出

男 早世
男 早世

女 養出

[女 婿取]

男 早世

[女 婿取]

[女 婿取]
男 早世

男 早世

女 早世

女 早世
女 婚出 女 早世

[女 婿取]女 婚出

[女 婿取]女 婚出 女 婚出

●女子が第一子の場合(男 子早世 ・病身な どを含む場合 を除 く)

男 養出 男 養出

男 出家

女 婚出

男 早世

女 婚出

男 養出

男 出家

男婿の養子

男 早世 男 出家 女 婚出 女 早世

男 養出 男 養出 男 養出
男 早世

男 養出

女 婚出

男 別系

男 外出

出

世
系

婚

早

別

女

女

男

男 養出 男 出家 男 養出
女 婚出

男 出家 女 婚出
女 婚出 男 養出

男 早世 女 不明

男婿の養子

男婿の養子 男 養出

男 養出

男 養出 男 早世

女 婚出

女 婚出

女 婚出

[女婿取]

男 養出

女 婚出

女 婚出

男 不明

男 兄の嗣

[女婿取]

男 別系
[女婿取]

男 早世

男 早世

[女婿取]
男 早世

男 養出

[女 婿取]

女 婚出

[女 婿取]

[女 婿取]

[女 婿取]

[女 婿取]

男.別 系

[女 婿取]

[女 婿取]

[女 婿取]

男 養出

男 養出
男 出家

男 養出 男 養出
女 婚出 女 婚出 男 不明

女婿の後妻

男 養出 男 養出
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一
七
世
紀

の
萩
藩

の
先
代
家
督
者
に
対
す
る
A
/
S
は
○

・
〇
六
三
で
あ

っ

た
。
す
な
わ
ち
、
先
代
家
督
者

の
六

・
三

パ
ー
セ
ン
ト
が

こ
の
人
口
学
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
入
る
。
こ
の
値
は
、
会
津
藩

の
○

・
〇
六
九
に
比
し
て
僅
か
な
が
ら

低

い
。
秋
田
佐
竹
藩
の
○

・
○
八
○
、
加
賀
前
田
藩

の
○

・
一
=
二
は
萩
藩
を

で
は
人
口
学
的
条
件
が
整
わ
な

い
状
態

で
、
婿
養
子

へ
の
選
好
が
強
く
、
加
賀

は
○

・
七
五
四
、
加
賀
前
田
藩
で
は
○

・
五

=

で
あ
る
。
こ
の
時
期

の
萩
藩

数
値
が
現
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
会
津
藩
で
は
○

・
七
四
四
、
秋
田
佐
竹
藩

で

か

な

り

上

回

る
。

B

/

A

に

つ

い

て

み

る

と

、

萩

藩

で

は
○

・
八
〇

九

と

い
う



前
田
藩

で
は
、
ち
ょ
う
ど
逆
に
、
人
口
学
的
条
件
が
整

っ
た
状
態

で
、
婿
養
子

へ
の
選
好
が
弱
か

っ
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
会
津
藩
と
秋
田
佐
竹
藩
は

中
間
的
な
位
置
を
占

め
て
い
る
。

一
八
世
紀
前
半

に
は
、
萩
藩

に
お
け
る
A
/
S
は
○

・
=

六
に
ま
で
上
昇

す
る
。
前
世
紀

の
加
賀
前
田
藩
を
上
回
る
数
値

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
会

津
藩

で
は
○

・
〇
七
六
、
秋
田
佐
竹
藩
で
は
○

・
一
〇
六
と
い
ず
れ
も
上
昇
が

認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
程
度
は
萩
藩
に
は
る
か
に
及
ぼ
な
い
。
加
賀
前
田
藩
で

は
逆

に
○

・
一
〇
三

へ
の
低
下
が
観
察
さ
れ
る
。
萩
藩

に
お
け
る
こ
の
時
期
の

B
/
A
は
、
○

・
七

一
二
と
若
干
低
下
し
て
い
る
。
会
津
藩

で
も
○

・
七

一
四

へ
と
僅
か
な
が
ら
低
下
が
あ

っ
た
が
、
低

下
の
度
合

い
は
小
さ
く
萩
藩
と
ほ
と

ん
ど
同
じ
程
度

の
婿
養
子

へ
の
選
好
が
示
唆
さ
れ
る
。
秋
田
佐
竹
藩

で
も
○

・

六

一
五

へ
と
低
下
が
観
察
さ
れ
る
。
加
賀

藩
で
は
も
と
も
と
低

い
選
好
係
数
が

さ
ら
に
低
下
し
て
○

・
四
五
八
と
な
る
。

こ
の
よ
う

に
、
観
察
し
た
い
ず
れ

の

藩
に
お
い
て
も
婿
養
子

へ
の
選
好
が
低
下
し
て
お
り
、

一
七
世
紀
か
ら

一
八
世

紀
前
半
に
向
か

っ
て
は
、
婿
養
子
が
男
子
を
欠
く
場
合

の
当
然

の
措
置
と
し
て

制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
萩
藩
に
お
け
る
婿
養
子
の

多
さ
は
、
他
藩
に
比
し
て
相
対
的

に
高

い

(会
津
藩
と
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
く
ら
い

だ
が
)
婿
養
子

へ
の
選
好
と
、
こ
の
時
期

に
た
ま
た
ま
出
現
し
た
人
口
学
的
条

件

の
重
な
り
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

養
子

へ
の
選
好
は
、
弟
な
ど

へ
の
選
好

と
競
合
す
る
た
め
に
、
婿
養
子

へ
の

選
好

に
対
し
て
排
他
的
に
対
置
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
ま
た
、
養
子
の
発
生

す
る
人
口
学
的
条
件
は
、
先
代
家
督
者

に
子
が
な

い
場
合
が
も

っ
と
も
重
要
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
代
に
男
子
が
な
く
女
子
の
み
と

い
う
条
件
の
も
と

で
、
ど

の
程
度
女
子
を
排
し
て
養
子

に
よ
る
継
承
が
行
な
わ
れ
た
か
を
検
討
す

る
こ
と
は
、
婿
養
子

の
出
現
頻
度
を
理
解
す
る
た
め
に
有
用
で
あ

る
。
先
代
に

男
子
が
な
く
女
子

の
み
と
い
う
人
口
学
的
条
件

の
現
わ
れ
か
た
は
既
に
示
し
た

の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
条
件
下
に
お
い
て
養
子
を
取

っ
た
者
⑥

の
、
男
子
が
な

く
女
子
の
み
が
あ
る
者
㈲
に
対
す
る
比
率
C
/
A
を
養
子

へ
の
選
好
係
数
と
み

な
す
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
値
は
、

一
七
世
紀

の
萩
藩
で
は
○

・
一
〇
六
で
あ

っ
た
が
、

一
八
世
紀
前
半
に
は
○

・
二
二
三

へ
と
上
昇
し
て
い
る
。
会
津
藩

で

は
、
○

・
二
三
三
か
ら
○

・
二
二

一
へ
と
僅
か
な
が
ら
低
下
し
、
秋
田
佐
竹
藩

で
は
○

・
一
三

一
か
ら
〇

二
二
〇
四

へ
と
大
き
く
上
昇
し
て
い
る
。
加
賀
藩

で

は
、
○

・
四
二
二
と
も
と
も
と
高

か
っ
た
数
値
が
、
○

・
四
三
八

へ
と
微
増
す

る
形

で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
婿
養
子
は
、
こ
の
よ
う
に
、
養
子
と
の
競
合

に
お

い
て
は
、
相
対
的

に
強
く
選
好
さ
れ
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぽ
養
子
に

少
し
ぼ
か
り
シ
ェ
ア
を
譲
る
形

で

一
八
世
紀
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

4

お
わ
り

に

武
士
の
家
系
継
承
に
関
す
る
検
討
を
全
国
規
模
に
わ
た

っ
て
行
な

っ
て
き
た

こ
と
に
な
る
が
、
萩
藩

に
関
す
る
分
析
は
こ
れ
ま
で
の
知
見
に
何
を
付
け
加
え

た
で
あ
ろ
う
か
。
巨
視
的

に
見
れ
ば
、

こ
こ
で
行
な

っ
た
萩
藩
藩
士
に
関
す
る

分
析
は
、

一
七
世
紀
か
ら

一
八
世
紀

に
か
け
て
日
本

の
武
士

の
間
に
は
継
承

に
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関
し
て
共
通
し
た
慣
行
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
作
業

の

一
端
を
担

う
こ
と
に
な
る
。
時
代
差
、
地
域
差
、
身
分
階
層
差
を
超
え
て
こ
の
時
期

の
日

本

の
武
士

の
問
で
は
、
長
男

に
よ
る
家
系

の
継
承
を
軸

に
し
て
、
家
族
、
親
族

の
営
み
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
萩
藩
藩
士

の
場
合
を
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
分

析

で
は
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
子

の
数
が
減
少
し
た
こ
と
と
、
補
完
措
置

と
し
て
婿
養
子
、
養
子
な
ど
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
対
応
す
る
形
で
示
す
こ
と

が
で
き
た
。

限
ら
れ
た
機
会
で
あ
る
継
承
に
対
応
す

る
た
め
に
、
子

の
数
が
制
限
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
危
機

の
発
生
に
対
し
て
は
婿
養
子
な
い
し
養
子
と
い
う
手
段
が

活
用
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
も

っ
と
も
魅

力
的
な
解
釈
で
あ
る
。
も
う

一
つ
の

解
釈
は
、

一
八
世
紀
に
生
じ
た
死
亡
率

の
上
昇
が
子
の
数
を
減
少
さ
せ
て
、
婿

養
子
や
養
子

の
採
用
を
余
儀
な
く
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ

の
解
釈
に
お
い
て
、
論
理
的
に
対
立
す
る
部
分

は
、
子
の
数

の
減
少
が
人
為
的

か
、
外
在
的
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
代
家
督
者

の
平
均
死
亡
年
齢
に
お
い
て
、

上
昇

の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
死
亡
率
全
般

の
上
昇
に
対
し
て

は
否
定
的
な
見
解
を
与
え
る
。
飢
饉

の
影
響
は
、
お
そ
ら
く
同
時

に
発
生
し
た

悪
疫
な
ど
も
関
連
し
て
、
武
士
に
お
い
て
も
継
承
予
定
者
の
急
死
を
引
き
起
こ

し
、
婿
養
子
や
養
子

の
導
入
を
増
加
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
子
の

数

の
減
少
が
、
よ
り
長
期
的
な
現
象
と
し

て
、
し
か
も
連
続
的
な
現
象
と
し
て

生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
飢
饉
の
影
響
を
排
除
す
る
方
向

で
の
解
釈

に
対

し
て
正
当
性
を
与
え
る
。
萩
藩
大
組

に
お
い
て
、
飢
饉

の
直
接
的
な
影
響
が
見

い
だ
さ
れ
な
い
こ
と
も
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
。
乳
幼
児
死
亡

の
変
化
に
つ
い

て
は
そ
れ
な
り
の
検
討
が
必
要

で
あ
る
。
武
士
に
と

っ
て
子
の
数
と
は
何

で
あ

っ
た
か
は
、
な
お
慎
重
な
吟
味
を
必
要
と
す
る
。

萩
藩
藩
士
に
お
け
る
婿
養
子

の
多
さ
が
西
南
地
方
の
地
方
文
化
に
内
在
す
る

と

い
う
考
え
方
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
本
論
に
お
け
る
発
見

の

一
つ
で
あ
る
。

婿
養
子
を
出
現
さ
せ
る
よ
う
な
人
口
学
的
な
背
景
が
、
た
ま
た
ま
こ
の
時
期

の

萩
藩
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
人

口
学
的
条
件
を
与
え
ら
れ
れ
ぽ
、
東
北

地
方
の
会
津
藩

で
も
婿
養
子
が
同
様
に
多
く
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、

一
七
世
紀

に
お
け
る
萩
藩
藩
士

に
お
け
る
婿
養
子
に
対
す
る
選
好
の

強
さ
は
、
か
つ
て
こ
の
地
方
に
婿
養
子
に
対
す
る
慣
行
が
成
立
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
解
釈
を
下
し
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
強

い
選
好

は
他

の
地
方
で
は
見

い
だ
さ
れ
な
い
。
-こ
の
よ
う
に
高
か

っ
た
婿
養
子

へ
の
選

好
が
、
時
代
を
経
て
平
準
化
さ
れ
る
と
い
う
道
筋
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

佐
賀
鍋
島
藩

で
も
婿
養
子
が
多
い
こ
と
は
指
摘
し
た
が
、
こ
の
藩

に
関
し
て
は

事
例
数
の
少
な
さ
の
た
め
に
細
か
い
分
析
は
不
可
能

で
あ
る
。
西
南
地
方
で
別

の
新
し
い
系
譜
資
料
が
入
手
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
解
決
に
近
付
く
か
も
し

れ
な
い
。
他
方
、
加
賀
前
田
藩

に
お
け
る
婿
養
子
に
対
す
る
選
好

の
弱
さ
は
、

武
士

に
と

っ
て
、
家
督
継
承

の
あ
り
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
下
で
創
成
さ
れ
る

も

の
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
を
示
唆
す
る
。
現
状

に
お
い
て
は
、
日
本

の
武
士

に
お
け
る
家
系
継
承
が
、
大
き
な
共
通
枠

の
な
か
に
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
藩

の
中
で
独
自

の
変
異
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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本
論
文
資
料
の
収
集
に
際
し
て
は
、
文
部
省
創
成
的
基
礎
研
究

「
ユ
ー
ラ
シ

ア
社
会
の
人
口
・
家
族
構
造
比
較
史
研
究
」
(研
究
代
表
者

国
際
日
本
文
化

研
究

セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
速
水

融
)

に
よ
る
支
援
を
受
け
た
。
ま
た
、
『萩

藩
譜
録
』
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
文
書
館
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し

て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

註(1
)

坪
内
玲
子

「長
子
相
続
制
度
に
お
け
る
補
完
シ
ス
テ
ム
の
比
較
研
究
ω
」

『龍
谷
紀
要
』
九
巻
二
号
、

一
九
八
七

(坪
内
玲
子

『日
本
の
家
族
1

「家
」

の
連

続

と

不
連

続
』

ア

カ
デ

ミ

ア
出

版
会

、

一
九

九

二
、
第

H
章

一
節

「
南

部

の
婿

養

子
と
首

里

の
血
縁

養

子
」

と
し

て
再
録

)
。

(2
)

坪

内
玲

子

「
長

子
相

続

制
度

に
お

け

る
補
完

シ

ス
テ

ム

の
比

較
研

究

②
」

『龍

谷

紀

要
』

一
二

巻

一
号
、

一
九

九

〇

(
坪

内

玲

子

『日

本

の
家

族

1

「家

」

の
連

続

と

不
連

続

』

ア
カ
デ

ミ

ア
出

版
会

、

一
九

九

二
、
第

H
章

二
節

「
那
覇
久

米

村

の
近

親

と
遠
親

」

と

し
て
再
録

)
。

(
3
)

坪

内
玲

子

「
宮
古

島

に

お
け

る
家

系

の
継
承

と
人

口
学

的
要

因
」

『
龍
谷

紀

要
』

一
五
巻

一
号
、

一
九

九
三
。

(
4
)

坪
内

玲

子

コ

七
、

一
八
世

紀

の
南

部
藩

家

臣

に
お
け

る
家

系

の
継

承

l

l

長

男

に
よ

る
家

督

相
続

の
少

な

さ

を

め
ぐ

っ
て
ー

」

『龍

谷

紀

要

』

一
六

・
巻

一
号

、

一
九

九

四

。

(5
)

坪
内
玲
子

「南
部
藩
士
の

『家
』

の
継
承
と
周
辺
成
員

の
関
わ
り
i

一

七
世
紀
お
よ
び

一
八
世
紀
に
お
け
る
南
部
藩
家
臣
の
場
合
-

」
速
水

融
編

『
近
代
移

行

期

の
家

族

と
人

口
』

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
壼
旦
房
所
収

(近

刊
)
。

(
6
)

坪
内
玲

子

「
鹿
児

島
島

津
藩

に
お
け

る
家
系

継
承

を

め
ぐ

っ
て
」

『
龍

谷
紀

要

』

一
七
巻

一
号
、

一
九

九
五
。

(
7
)

坪
内

玲
子

「
加
賀

前

田
藩
藩

士

に
お
け

る
家

系
継

承
」

『龍

谷
紀
要

』

一
八

巻

二
号
、

一
九

九
七

。

(8
)

坪
内
玲
子

「秋
田
佐
竹
藩
藩
士
に
お
け
る
家
系
継
承
-

継
時
的
変
化
を

中
心
に
ー

」
『龍
谷
紀
要
』

一
九
巻

一
号
、

一
九
九
七
。

(9
)

坪
内
玲
子

「近
世
に
お
け
る
家
系
の
継
承
と
人
口
学
的
要
因
-

会
津
藩

藩

士

の
場
合

」

『比

較
家

族
史

研
究

』

一
二
号

、

一
九
九

八
。

(
10
)

坪

内
玲

子

「
佐
賀

鍋
島

藩
藩

士

に
お
け

る
家
系

継

承
」

『
龍
谷

紀
要

』

二

一

巻

一
号

、

一
九
九

九
。

(
11
)

坪

内
玲

子

「
大
名

に
お
け

る
家

系

継
承

と
人

口
学

的
要

因
」

『
龍

谷
紀
要

』

二
〇
巻

一
号
、

一
九

九

八
。

(12
)

坪
内
玲
子

「萩
藩
藩
士
に
お
け
る
家
系
継
承
i

主
と
し
て
加
賀
前
田
藩
、

鹿
児

島
島

津
藩

と
比

較

し

て
」

『
龍

谷
紀
要

』

一
九
巻

二
号

、

一
九
九

八
。

参
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石
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美
編
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八
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。
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